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○
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
十
七
号

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
及
び
同
令
第

六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
合
会
特
別
交
付
金
の
限
度
額
に
係
る
算
式
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
三
月
二
十
七
日

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

１

農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
（
規
則
第
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

Ａ

×

ｒ

Ｂ
た
だ
し

Σ

（Ａ

×

ｒ

）＞
Ｂ
の
と
き
は

（Ａ

×

ｒ
）

と
す
る

、
、

。

Σ

（Ａ

×

ｒ

）

Ａ
は
、
共
済
事
業
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
農
業
共
済
組
合
又
は
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
（
農
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
を
い
う
。
以
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下
同
じ
。
）
（
以
下
「
農
業
共
済
組
合
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、

当
該
会
計
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
前
会
計
年
度
。
以
下
同
じ

。
）
に
お
い
て
、
法
第
百
二
十
六
条
後
段
の
費
用
並
び
に
法
第
百
二
十
七
条
及
び
第
百
二
十
八
条
第
一
項
の
施
設
（
損
害

防
止
の
た
め
必
要
な
施
設
に
限
る
。
）
を
す
る
の
に
必
要
な
費
用
と
し
て
支
払
っ
た
金
額

ｒ
は
、
農
作
物
共
済
に
あ
っ
て
は
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
農
業
保
険
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
六

十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
農
作
物
責
任
保
険
歩
合
を
令
第
二
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
農
作
物
保
険
区
分
ご
と
の
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
に
よ
り
加
重
平

均
し
て
得
た
率
、
家
畜
共
済
、
畑
作
物
共
済
、
園
芸
施
設
共
済
及
び
任
意
共
済
に
あ
っ
て
は
共
済
事
業
の
種
類
ご
と
の
当

該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
総
保
険
金
額
の
総
共
済
金
額
に
対
す
る
割
合
、
果
樹
共
済
に
あ
っ
て
は
当
該
事
業
年
度
の

前
事
業
年
度
の
令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
果
樹
責
任
保
険
歩
合
を
令
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る

果
樹
保
険
区
分
ご
と
の
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
に
よ
り
加
重
平
均
し
て
得
た
率

Σ

（Ａ

×

ｒ

）
は
、
当
該
農
業
共
済
組
合
等
が
属
す
る
都
道
府
県
連
合
会
（
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
連

合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
組
合
員
た
る
全
て
の
農
業
共
済
組
合
等
のＡ

×

ｒ

の
合
計
金
額
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Ｂ
は
、
共
済
事
業
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
農
業
共
済
組
合
等
が
属
す
る
都
道
府
県
連
合
会
の
前
事
業
年
度
の
剰
余
金
の
う
ち

、
特
別
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
都
道
府
県
連
合
会
が
総
会
の
議
決
を
経

て
特
別
積
立
金
の
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
異
な
る
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
金
額
）

２

規
則
第
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
算
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
連
合
会
が
、
総
会
の
議
決
を
経
て
定
め
た
金
額

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
）
に
お
け
る
規

則
第
三
十
三
条
第
一
項
（
規
則
第
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
算
式
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

農
作
物
共
済
に
係
る
算
式

Ａ
×
r1

果
樹
共
済
、
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
係
る
算
式
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Ａ
－
Ｂ

Ｃ

た
だ
し

Σ

（Ａ
－
Ｂ

）＞
Ｃ
の
と
き
は

（Ａ
－
Ｂ

）

と
す
る

、
、

。

Σ

（Ａ
－
Ｂ

）

家
畜
共
済
及
び
任
意
共
済
に
係
る
算
式

Ａ

×

r2

Ａ
は
、
共
済
事
業
の
種
類
（
農
作
物
共
済
に
あ
っ
て
は
共
済
目
的
の
種
類
、
果
樹
共
済
に
あ
っ
て
は
果
樹
無
事
戻
区
分
（
規

則
に
よ
る
改
正
前
の
農
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
農
林
省
令
第
九
十
五
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。

）
第
二
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
果
樹
無
事
戻
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
畑
作
物
共
済
に
あ
っ
て
は
畑
作

物
無
事
戻
区
分
（
同
項
に
規
定
す
る
畑
作
物
無
事
戻
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
）
ご
と
に
、
農
業
共
済
組
合
等
が
当

該
事
業
年
度
の
前
各
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
前
各
会
計
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

、
農
作
物
共
済
、
果
樹
共
済
、
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
あ
っ
て
は
旧
規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
、
家
畜
共
済
に
あ
っ
て
は
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
任
意
共
済
に
あ
っ
て
は
同
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
無
事
戻
し
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
無
事
戻
し
を
い
い
、
農
業
災
害
補
償
法
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の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
共
済
掛
金
の
払
戻
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
の
限
度
と
さ
れ
る
金
額
を
旧
規

則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
無
事
戻
金
と
し
て
支
払
っ
た
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り

算
定
し
た
金
額
を
合
計
し
て
得
た
金
額
（
当
該
農
業
共
済
組
合
等
の
属
す
る
都
道
府
県
連
合
会
が
総
会
の
議
決
を
経
て
当

該
金
額
未
満
の
金
額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
金
額
）

Ｂ
は
、
果
樹
無
事
戻
区
分
別
の
果
樹
共
済
、
畑
作
物
無
事
戻
区
分
別
の
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
の
区
分
ご
と
に
、

前
事
業
年
度
の
剰
余
金
（
果
樹
共
済
に
あ
っ
て
は
当
該
果
樹
無
事
戻
区
分
に
属
す
る
旧
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
果
樹
区
分
ご
と
の
果
樹
剰
余
金
配
分
額
（
旧
規
則
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
果
樹
剰
余
金
配
分
額
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
当
該
果
樹
無
事
戻
区
分
に
つ
き
合
計
し
て
得
た
金
額
、
畑
作
物
共
済
に
あ
っ
て
は
当
該
畑
作
物

無
事
戻
区
分
に
属
す
る
旧
規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
畑
作
物
区
分
ご
と
の
畑
作
物
剰
余
金
配
分
額
（
旧

規
則
第
二
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
畑
作
物
剰
余
金
配
分
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
当
該
畑
作
物
無
事
戻
区
分

に
つ
き
合
計
し
て
得
た
金
額
）
中
特
別
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
又
は
旧
規
則
第
二

十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
承
継
組
合
が
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
移
譲
組
合
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
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廃
止
市
町
村
か
ら
財
産
の
譲
渡
を
受
け
て
無
事
戻
し
を
行
う
場
合
に
は
、
同
条
第
五
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
金
額

）
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額

Σ

（Ａ
－
Ｂ

）
は
、
当
該
農
業
共
済
組
合
等
の
属
す
る
都
道
府
県
連
合
会
の
組
合
員
た
る
全
て
の
農
業
共
済
組
合
等
のＡ

－

Ｂ

の
合
計
金
額

Ｃ
は
、
果
樹
無
事
戻
区
分
別
の
果
樹
共
済
、
畑
作
物
無
事
戻
区
分
別
の
畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
の
区
分
ご
と
に
、

当
該
農
業
共
済
組
合
等
の
属
す
る
都
道
府
県
連
合
会
の
前
事
業
年
度
の
剰
余
金
（
果
樹
共
済
に
あ
っ
て
は
当
該
果
樹
無
事

戻
区
分
に
属
す
る
旧
規
則
第
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
果
樹
共
済
再
保
険
区
分
ご
と
の
果
樹
剰
余
金
配
分
額
を
当
該
果

樹
無
事
戻
区
分
に
つ
き
合
計
し
て
得
た
金
額
、
畑
作
物
共
済
に
あ
っ
て
は
当
該
畑
作
物
無
事
戻
区
分
に
属
す
る
改
正
法
に

よ
る
改
正
前
の
農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
四
条

第
三
項
に
規
定
す
る
畑
作
物
共
済
再
保
険
区
分
ご
と
の
畑
作
物
剰
余
金
配
分
額
を
当
該
畑
作
物
無
事
戻
区
分
に
つ
き
合
計

し
て
得
た
金
額
）
中
特
別
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
都
道
府
県
連
合
会
が

、
総
会
の
議
決
を
経
て
当
該
金
額
を
超
え
、
か
つ
、
特
別
積
立
金
の
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
金
額
を
定
め
た
と
き
は

、
そ
の
金
額
）
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は
、
農
作
物
共
済
の
共
済
目
的
の
種
類
ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
の
前
三
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ

r1
て
は
、
前
三
会
計
年
度
）
に
属
す
る
各
事
業
年
度
（
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
各
会
計
年
度
。
以
下
同
じ
。

）
の
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
の
う
ち
の
組
合
員
等
の
負
担
に
係
る
部
分
の
金
額
の
合
計
額
を
重
み
と
し
て
、
当
該
各
事
業

年
度
の
旧
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
通
常
責
任
保
険
歩
合
及
び
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
農
作
物
責
任
保
険
歩
合
を
算
術
平
均
し
て
得
た
率

は
、
家
畜
共
済
及
び
任
意
共
済
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
の
前
各
事
業
年
度
の
う
ち
当
該
農
業
共
済
組
合
等
が
旧

r2
規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
定
款
等
で
定
め
る
期
間

に
属
す
る
各
事
業
年
度
の
共
済
掛
金
の
合
計
金
額
（
家
畜
共
済
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
金
額
の
う
ち
組
合
員
等
の
負
担

に
係
る
部
分
の
金
額
の
合
計
額
）
を
重
み
と
し
て
、
当
該
各
事
業
年
度
の
総
保
険
金
額
の
総
共
済
金
額
に
対
す
る
割
合
を

算
術
平
均
し
て
得
た
率


